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(57)【要約】
【課題】スクライビングホイールを備えたホルダをホル
ダジョイントに正確に位置決めすると共に、ホルダの取
り外しを容易にすること。
【解決手段】ホルダジョイント２０の開口２３の側方よ
り貫通孔２２ａを設け、貫通孔にピン２５を所定角度範
囲で回動自在に保持する。ピン２５は軸に平行な第１の
平面部２５ａ及びこれと異なる角度の第２の平面部２５
ｃを有する。開口２３にホルダ１０を挿入し、その傾斜
部１６ａをピン２５の平面部２５ａに接触させてホルダ
ユニット３０とする。これによりホルダを正確に位置決
めすることができ、着脱自在のホルダユニット及びスク
ライブヘッドを実現することができる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端に設けられた開口と、
　前記開口の内側に埋設された磁石と、
　前記開口を側方より貫く貫通孔と、
　軸に平行な第１の平面部を有し、前記貫通孔に挿入され少なくとも一定角度範囲で回動
自在に保持されるピンと、を具備するホルダジョイント。
【請求項２】
　前記貫通孔の側方に連結して設けられた窪みと、前記窪み内に挿入され、前記ピンの回
動角度を所定範囲に規制する規制手段と、を更に具備する請求項１記載のホルダジョイン
ト。
【請求項３】
　前記規制手段は、一定範囲で移動自在に保持された球体である請求項２記載のホルダジ
ョイント。
【請求項４】
　前記ピンは、少なくとも一端が切り欠かれて前記第１の平面部と異なる角度を持つ第２
の平面部を有する円柱状の部材であり、前記第２の平面部と前記窪みによって前記球体を
保持する請求項３記載のホルダジョイント。
【請求項５】
　前記ピンは、断面が多角形状の柱体である請求項１記載のホルダジョイント。
【請求項６】
　ホルダジョイントと、前記ホルダジョイントに取付けられたスクライブライン形成用の
スクライビングホイールを備えたホルダと、を具備するホルダユニットであって、
　前記ホルダジョイントは、
　一端に設けられた開口と、
　前記開口の内側に埋設された磁石と、
　前記開口を側方より貫く貫通孔と、
　軸に平行な第１の平面部、及び少なくとも一端が切り欠かれて前記第１の平面部と異な
る角度を持つ第２の平面部とを有し、前記貫通孔に挿入され少なくとも一定角度範囲で回
動自在に保持されるピンと、を有するものであり、
　前記ホルダは、
　磁性体金属で構成され、前記ホルダジョイントの前記ピンの第１の平面に接触する傾斜
面を有する取付部と、
　下端に回動自在に設けられたスクライビングホイールと、を有し、
　前記ホルダは、前記ピンの第１の平面と前記ホルダの取付部の傾斜面との面接触により
位置決めされて前記ホルダジョイントに取付けられるホルダユニット。
【請求項７】
　前記ホルダジョイントが、前記貫通孔の側方に連結して設けられた窪みと、前記窪み内
に挿入され、前記ピンの回動角度を所定範囲に規制する規制手段と、を更に具備する請求
項６記載のホルダユニット。
【請求項８】
　前記ホルダは、円柱状部材であり、
　前記ホルダジョイントの開口は、前記ホルダの円筒の外径より大きい円周部分と、円周
の外径より小さい円周部分を含むものである請求項６記載のホルダユニット。
【請求項９】
　スクライブ装置に用いられるスクライブヘッドであって、
　請求項６記載のホルダユニットを上下動自在に保持する昇降部を有するスクライブヘッ
ド。
【請求項１０】
　脆性材料基板のスクライブに用いられるスクライブ装置であって、
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　請求項９記載のスクライブヘッドと、
　前記スクライブヘッドを脆性材料基板と脆性材料基板の平面方向において相対的に移動
する相対移動部と、を有するスクライブ装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は脆性材料基板にスクライブラインを形成するために用いられるスクライブ装置
とそのスクライブヘッド、ホルダユニット及びホルダジョイントに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示パネルや液晶プロジェクタ基板等のフラットパネルディスプレイ等では
、製造過程においてマザーガラス基板が貼り合わされた後に所定の大きさの単個のパネル
に成るように分断される。このマザーガラス基板等の脆性材料基板の分断には、スクライ
ブ工程とブレイク工程があり、スクライブ工程ではスクライブ装置が用いられる。
【０００３】
　図１は特許文献１に示されているスクライブ装置を示す斜視図である。このスクライブ
装置１００は、移動台１０１が一対の案内レール１０２ａ、１０２ｂに沿って、ｙ軸方向
に移動自在に保持されている。ボ－ルネジ１０３は移動台１０１と螺合している。ボール
ネジ１０３はモータ１０４の駆動により回転し、移動台１０１を案内レール１０２ａ，１
０２ｂに沿ってｙ軸方向に移動させる。移動台１０１の上面にはモータ１０５が設けられ
ている。モータ１０５はテーブル１０６をｘｙ平面で回転させて所定角度に位置決めする
ものである。脆性材料基板１０７はこのテーブル１０６上に載置され、図示しない真空吸
引手段などにより保持される。スクライブ装置１の上部には、脆性材料基板１０７のアラ
イメントマークを撮像する２台のＣＣＤカメラ１０８が設けられている。
【０００４】
　スクライブ装置１００には、移動台１０１とその上部のテーブル１０６をまたぐように
ブリッジ１１０がｘ軸方向に沿って支柱１１１ａ，１１１ｂにより架設されている。スク
ライブヘッド１１２はブリッジ１１０に設けられたガイド１１３に沿ってｘ軸方向に移動
可能となっている。モータ１１４はスクライブヘッド１１２をｘ軸方向に沿って移動させ
るものである。
【０００５】
　スクライブ装置のスクライブヘッド１１２には、ホルダジョイント１２０を介してチッ
プホルダ（以下、単に「ホルダ」という）１０が取付けられる。図２は特許文献１による
ホルダを示す図であり、図３はその斜視図である。これらの図に示すように、ホルダ１０
は略円筒形の部材であって、その一端には略正方形状の平坦部１１ａ，１１ｂがいずれも
中心軸に平行に設けられる。ホルダ１０はこの平坦部の間に中心軸に沿った切欠き１２を
有しており、平坦部１１ａ，１１ｂの下端にはその面に垂直な方向のピン溝１３を有して
いる。スクライビングホイール（「カッターホイール」ともいう）１４は例えばホイール
径が２．５ｍｍ、厚さ０．５ｍｍ程度の円板状の形状を有し、円周部分の断面が円錐形に
形成され、中心に貫通孔を有する円盤状又はドーナツ状であり、単にチップとも呼ばれる
。スクライビングホイール１４は、ピン溝１３に挿入されたピン１５を中心の貫通孔に貫
通させることによって、回転自在に保持される。ピン１５をピン溝１３に挿入しスクライ
ビングホイール１４を保持した後は、スクライビングホイールの交換を要する場合にもス
クライビングホイールを取り外さず、ホルダと共に交換される。一方ホルダ１０の他端に
は位置決め用の取付部１６が設けられている。取付部１６はホルダ１０を切欠いて形成さ
れ、傾斜部１６ａ及び平坦部１６ｂを有する。平坦部１６ｂはホルダの軸と平行であり、
且つ下方の平坦部１１ａ，１１ｂとは垂直となっている。ホルダ１０はその上部の取付部
１６が磁性体金属で構成されている。
【０００６】
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　スクライブヘッド１１２はその内部に、ホルダ１０の昇降動作を可能とする昇降部、例
えば空気圧制御を用いるエアーシリンダーやリニアモータによる電動昇降部などが設けら
れている。スクライブ装置は昇降部によりスクライビングホイール１４を脆性材料基板の
表面上を適切な荷重にて圧接し転動していき、スクライブラインを形成する。
【０００７】
　図４は従来のホルダジョイント１２０を示す図であり、図５はこのホルダジョイント１
２０にホルダ１０を挿入する状態を示す斜視図である。これらの図に示すようにホルダジ
ョイント１２０は上部にベアリング１２１ａ，１２１ｂを有しており、下方がホルダ１０
を保持する保持部１２２となっている。ホルダジョイント１２０の保持部１２２には、図
示のように円形の開口１２３が形成されており、その内側に磁石１２４が埋設されている
。又この開口１２３の内部には中心軸から隔てた位置に中心軸と垂直な平行ピン１２５が
設けられる。平行ピン１２５は円柱の部材であって、ホルダ１０の傾斜部１６ａに接して
ホルダ１０を位置決めするものである。
【０００８】
　このホルダ１０をホルダジョイント１２０に取付ける際には、図５に示すようにホルダ
ジョイントの開口１２３にホルダ１０をその取付部１６から挿入する。そうすればホルダ
１０の先端部が磁石１２４によって吸引され、更に傾斜部１６ａが平行ピン１２５に接触
して位置決め固定される。図６はホルダジョイント２０にホルダ１０が取付けられた状態
を示す部分断面図、図７はホルダジョイント１２０が取付けられたスクライブヘッド１１
２の一部を示す図である。ホルダ１０は磁石１２４によって吸引されているだけであるた
め、取付けが極めて容易であり、所定の位置に固定される。取り替える場合にはホルダ１
０を引っ張って取り外している。
【特許文献１】特許国際公開ＷＯ２００７／０６３９７９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来のホルダ１０は、ホルダジョイント１２０に取付けてホルダユニット１３０が構成
される。ホルダユニット１３０をスクライブヘッド１１２に取付けてスクライブする場合
には、スクライビングホイールを脆性材料基板に押圧しつつ移動させる。このときスクラ
イブラインが湾曲していれば、ホルダを保持するホルダジョイント１２０にもねじれの力
が加わる。このため一旦湾曲したスクライブラインを形成した後では、直線スクライブを
する場合であってもスクライブラインの位置精度が低下するという欠点があった。またホ
ルダがホルダジョイントの開口１２３の内側にくい込むため、取り外すことが難しくなる
。特にロボット等の自動ツールチェンジャーを用いてホルダを交換する場合には、ホルダ
の取り外しが難しくなるという欠点があった。
【００１０】
　本発明はこのような問題点に着目してなされたものであって、ホルダをホルダジョイン
トに確実に保持でき、スクライブラインの位置精度を向上させると共に、容易に着脱でき
るようにしたホルダジョイント、及びこれとホルダを含むホルダユニットやスクライブヘ
ッドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この課題を解決するために、本発明のホルダジョイントは、一端に設けられた開口と、
前記開口の内側に埋設された磁石と、前記開口を側方より貫く貫通孔と、軸に平行な第１
の平面部を有し、前記貫通孔に挿入され少なくとも一定角度範囲で回動自在に保持される
ピンと、を具備するものである。
【００１２】
　ここで本発明のホルダジョイントは、前記貫通孔の側方に連結して設けられた窪みと、
前記窪み内に挿入され、前記ピンの回動角度を所定範囲に規制する規制手段と、を更に具
備するようにしてもよい。
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【００１３】
　ここで前記規制手段は、一定範囲で移動自在に保持された鋼球等の球体としてもよい。
【００１４】
　ここで前記ピンは、少なくとも一端が切り欠かれて前記第１の平面部と異なる角度を持
つ第２の平面部を有する円柱状の部材であり、前記第２の平面部と前記窪みによって前記
鋼球等の球体を保持するようにしてもよい。
【００１５】
　ここで前記ピンは、断面が多角形状の柱体としてもよい。
【００１６】
　この課題を解決するために、本発明のホルダユニットは、ホルダジョイントと、前記ホ
ルダジョイントに取付けられたスクライブライン形成用のスクライビングホイールを備え
たホルダと、を具備するホルダユニットであって、前記ホルダジョイントは、一端に設け
られた開口と、前記開口の内側に埋設された磁石と、前記開口を側方より貫く貫通孔と、
軸に平行な第１の平面部、及び少なくとも一端が切り欠かれて前記第１の平面部と異なる
角度を持つ第２の平面部とを有し、前記貫通孔に挿入され少なくとも一定角度範囲で回動
自在に保持されるピンと、を有するものであり、前記ホルダは、磁性体金属で構成され、
前記ホルダジョイントの前記ピンの第１の平面に接触する傾斜面を有する取付部と、下端
に回動自在に設けられたスクライビングホイールと、を有し、前記ホルダは、前記ピンの
第１の平面と前記ホルダの取付部の傾斜面との面接触により位置決めされて前記ホルダジ
ョイントに取付けられるものである。
【００１７】
　ここで前記ホルダジョイントは、前記貫通孔の側方に連結して設けられた窪みと、前記
窪み内に挿入され、前記ピンの回動角度を所定範囲に規制する規制手段と、を更に具備す
るようにしてもよい。
【００１８】
　ここで前記ホルダは、円柱状部材であり、前記ホルダジョイントの開口は、前記ホルダ
の円筒の外径より大きい円周部分と、円周の外径より小さい円周部分を含むようにしても
よい。
【００１９】
　この課題を解決するために、本発明のスクライブヘッドは、スクライブ装置に用いられ
るスクライブヘッドであって、前述のホルダユニットを上下動自在に保持する昇降部を有
するものである。
【００２０】
　この課題を解決するために、本発明のスクライブ装置は、脆性材料基板のスクライブに
用いられるスクライブ装置であって、前記スクライブヘッドと、前記スクライブヘッドを
脆性材料基板と脆性材料基板の平面方向において相対的に移動する相対移動部と、を有す
るものである。
【発明の効果】
【００２１】
　このような特徴を有する本発明によれば、ホルダジョイントはホルダを第１の平面部で
安定して保持できるので、スクライブラインを形成するときの精度を向上させることがで
きる。又ホルダジョイントからホルダを容易に取付けたり取り外すことができる。従って
ロボットや自動ツールチェンジャーを用いてホルダの着脱が自在になるという効果が得ら
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図８は本発明の実施の形態によるスクライブヘッドを用いたスクライブ装置を示す斜視
図である。このスクライブ装置において、前述した従来例と同一部分は同一符号を付して
いる。本実施の形態によるスクライブ装置１は、移動台１０１が一対の案内レール１０２
ａ、１０２ｂに沿って、ｙ軸方向に移動自在に保持されている。ボ－ルネジ１０３は移動
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台１０１と螺合している。ボールネジ１０３はモータ１０４の駆動により回転し、移動台
１０１を案内レール１０２ａ，１０２ｂに沿ってｙ軸方向に移動させる。移動台１０１の
上面にはモータ１０５が設けられている。モータ１０５はテーブル１０６をｘｙ平面で回
転させて所定角度に位置決めするものである。脆性材料基板１０７はこのテーブル１０６
上に載置され、図示しない真空吸引手段などにより保持される。スクライブ装置１の上部
には、脆性材料基板１０７のアライメントマークを撮像する２台のＣＣＤカメラ１０８が
設けられている。
【００２３】
　スクライブ装置１には、移動台１０１とその上部のテーブル１０６をまたぐようにブリ
ッジ１１０がｘ軸方向に沿って支柱１１１ａ，１１１ｂにより架設されている。スクライ
ブヘッド１１２はブリッジ１１０に設けられたガイド１１３に沿ってｘ軸方向に移動可能
となっている。モータ１１４はスクライブヘッド１１２をｘ軸方向に沿って移動させるも
のである。スクライブヘッド１１２の先端部には、後述するホルダ１０がホルダジョイン
ト２０を介して取付けられている。ここでモータ１０４と案内レール１０２ａ，１０２ｂ
、ボールネジ１０３はテーブルをｙ軸方向に移動させる移動部であり、ブリッジ１１０、
支柱１１１ａ，１１１ｂ、ガイド１１３はスクライブヘッドをｘ軸方向に移動させる移動
部であり、モータ１０５はテーブルを回転させる回転部であって、これらが相対移動部を
構成している。
【００２４】
　次にスクライブヘッドに取付けられるホルダユニットの構成について説明する。ホルダ
ユニット３０はホルダジョイント２０とホルダ１０によって構成されるが、ホルダ１０自
体の構成は前述した従来例と同様であり、詳細な説明を省略する。ホルダ１０は図２，図
３に示すように略円筒形の部材であって、その下端にはスクライビングホイール１４を回
転自在に保持しており、他端には位置決め用の取付部１６が設けられている。
【００２５】
　次に本実施の形態のホルダジョイント２０について説明する。図９は本実施の形態のホ
ルダジョイント２０を示す図である。図９に示すように、ホルダジョイント２０は上部に
ベアリング２１ａ，２１ｂを有しており、下方がホルダを保持する保持部２２となってい
る。ホルダジョイント２０の保持部２２には、図示のように下方より円形の開口２３が形
成されており、その内側にマグネット２４が埋設されている。ホルダジョイント２０の保
持部２２には、円形の開口２３を貫通する貫通孔２２ａが設けられている。又保持部２２
には、貫通孔２２ａと中心軸をそろえて左右に浅い円形の窪み２２ｂ，２２ｃが夫々設け
られる。一方の窪み２２ｂの内部には、図９に示すように小さい円形の窪み２２ｄが設け
られている。この窪み２２ｄは小さい鋼球等の球体を保持するためのものである。又この
開口２３の内部には中心軸から隔てた位置に中心軸と垂直なピン２５が設けられる。ピン
２５はホルダ１０の傾斜部１６ａに接してホルダ１０を位置決めするものである。
【００２６】
　さて本実施の形態のホルダジョイントのピン２５について更に詳細に説明する。ピン２
５は例えば図１０に斜視図を示すように、略円柱形の部材であり、長手方向にピン２５の
軸に沿って切り欠かれた第１の平面部２５ａを有している。又ピン２５の一端に切欠き２
５ｂが形成され、平面部２５ａに垂直な第２の平面部２５ｃが設けられる。ピン２５の平
面部２５ａと２５ｃとは、必ずしも直角である必要はない。
【００２７】
　次に開口２３の形状とホルダ１０の径について説明する。開口２３の径はホルダ１０の
外径と同一ではなく、わずかに大きくすると共に、２つの同一径部分を設けた形状とする
。即ち図１１Ａに示すように、開口２３の外周のうち領域Ｌ１はホルダ１０の外周よりや
や大きい径とし、更にＬ２，Ｌ３はホルダ１０の外周と同径、領域Ｌ２，Ｌ３の間の領域
Ｌ４はホルダ１０より小さい径とする。こうすればホルダ１０と開口２３との間に寸法上
の誤差があっても、少なくとも図中で２点（Ｌ４の両端）で接することとなる。これは実
際にはホルダ１０が紙面に沿って垂直な２本の線上で開口２３の内壁と接することとなり



(7) JP 2010-744 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

、保持を確実にすると共に、交換を容易にすることができる。尚、領域Ｌ１とＬ４のみと
することもできる。もし着脱の容易さだけを考慮するとした場合、図１１Ｂに示すように
ホルダの外形よりわずかに大きい外形としておくだけでもよい。
【００２８】
　ホルダジョイント２０の組立時には、図１２に示すようにあらかじめピン２５を一方の
窪み２２ｂより貫通孔２２ａに挿入する。このとき平面部２５ａをホルダジョイントの開
口２３の向きに約４５°程度に保持し、更に第２の平面部２５ｃを窪み２２ｄに対向させ
る。そして鋼球２６を窪み２２ｄと切欠き２５ｂで形成される空間内に収納する。更にピ
ン２５が貫通孔２２ａから脱落しないように、一対の円板形の蓋２７ａ，２７ｂを窪み２
２ｂ，２２ｃに被せて接着する。こうすれば鋼球２６は、ピン２５の切欠き２５ｂと小径
の窪み２２ｄ及び蓋２７ａで形成される空間に閉じ込められ、鋼球２６が移動する範囲内
で、ピン２５を一定角度で回動させることができる。ここで鋼球２６と窪み２２ｄ、蓋２
７ａとは、ピン２５の回動範囲を規制する規制手段を構成している。ピン２５の回動角度
の範囲内には、第１の平面部２５ａとホルダ１０の取付部の傾斜面１６ａとが平行になる
角度を含むようにしておく。
【００２９】
　このようにホルダジョイント２０を構成した後、前述したホルダ１０をホルダジョイン
ト２０に取付ける。取付時には、図１３Ａに示すようにホルダジョイント２０の開口２３
にホルダ１０をその取付部１６から矢印に示すように挿入する。挿入していくと取付部１
６の傾斜面１６ａがピン２５の平面部２５ａと接し、図１３Ｂに示すようにわずかにピン
２５が回動するため、容易に平面部２５ａを取付部１６の傾斜部１６ａに面接触させるこ
とができ、磁石２４によってホルダ１０を固定することができる。ホルダ１０は磁石２４
によって吸引されているだけであるため、取付けが極めて容易であり、所定の位置に固定
される。
【００３０】
　図１４は、スクライブヘッド１１２の斜視図である。スクライブヘッド１１２のサーボ
モータ４１は、回転軸を下側に突出させた倒立状態で載置板４２を介して取付板４３に取
り付けられている。サーボモータ４１の回転軸には、円筒カム４４が回転軸と一体的に回
転するように取り付けられている。円筒カム４４の下面は、水平状態に対して傾斜状態に
なったカム面４４ａになっている。
【００３１】
　また、スクライブヘッド１１２は、下部にリニアベアリング４５を有しており、このリ
ニアベアリング４５に、ホルダ部材４６が、上下方向にスライド可能に保持されている。
リニアベアリング４５には、円筒カム４４のカム面４４ａに当接するカムフォロア４７が
、ホルダ部材４６と一体的に設けられている。カムフォロア４７は、回転可能になったロ
ーラ形状になっている。ホルダ部材４６と取付板４３との間には、ホルダ部材４６を取付
板４３に対して上方に向かって付勢する弾性体、例えばコイルスプリング４８が設けられ
ている。コイルスプリング４８はホルダ部材４６を上方に付勢することによって、カムフ
ォロワ４７をカム面４４ａに圧接している。ここでサーボモータ４１、円筒カム４４、リ
ニアベアリング４５、ホルダ部材４６、カムフォロア４７、コイルスプリング４８はホル
ダユニット３０を昇降させる昇降部を構成している。
【００３２】
　このように構成されたスクライブ装置１において、昇降部によりスクライビングホイー
ル１４を脆性材料基板の表面上を適切な荷重にて圧接し転動していき、スクライブライン
を形成する。本実施の形態では、前述したホルダジョイント２０のピン２５の平面部２５
ａがホルダ１０の傾斜部１６ａと面で接しているため保持位置を保つことができ、湾曲し
たスクライブラインを形成しても取付位置が動くことはない。
【００３３】
　さて所定時間スクライブした後は、ホルダ１０を交換する必要がある。このときロボッ
トアーム等でホルダ１０を図１３Ｃに示すように下向きに引き出す。このときピン２５は
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回動自在であるため、横向きの力がスクライブ時に加わっていたとしても容易にホルダ１
０を取り外すことができる。このためホルダ１０の交換は容易であり、支障なくオートチ
ェンジャー等を用いることができる。
【００３４】
　尚本実施の形態では、ピン２５は円柱状で長手方向に一部を切り欠いて平面部２５ａを
形成しているが、多角柱、例えば四角柱の部材を用いて構成することもできる。この場合
には少なくとも両端部の４隅は円形に加工し、貫通孔２２ａ内で回動自在としておく。又
両端部のみを円柱形として回動自在となるようにしてもよい。
【００３５】
　本実施の形態ではピン２５に第２の平面部２５ｃを設け、鋼球２６によってピンの回動
範囲を規制するようにしているが、これは一例であり、ピンの回動範囲を規制することが
できる他の方法を用いてもよい。例えばピン２５の一端に突起を設け、この突起が窪み２
２ｄ内で動ける範囲をピン２５の回動範囲として回動範囲を規制するようにしてもよい。
【００３６】
　又本実施の形態ではピン２５に第２の平面部２５ｃを設けているが、第１の平面部２５
ａに接するように鋼球２６を保持しておくようにすれば回動範囲が規制されるため、必ず
しも切欠き２５ｂや平面部２５ｃを設ける必要はない。又本実施の形態では鋼球２６を用
いているが、任意の材料の球体を用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明は脆性材料基板にスクライブラインを形成するスクライブ装置に用いられ、ホル
ダの交換を容易にするホルダジョイント、ホルダユニットに関するものであり、ホルダの
取付位置を安定化でき、交換を自動化することができる。従ってスクライブ装置に広く利
用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】従来のスクライブ装置の全体構成を示す斜視図である。
【図２】ホルダの構成を示す図である。
【図３】ホルダを示す斜視図である。
【図４】従来のホルダジョイントを示す図である。
【図５】従来のホルダジョイントにホルダを挿入するときの斜視図である。
【図６】ホルダを挿入した状態を示すホルダジョイントの一部断面図である。
【図７】ホルダジョイントをスクライブヘッドに取付けた状態を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態によるスクライブ装置の全体構成を示す斜視図である。
【図９】本発明の実施の形態のホルダジョイントを示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態のピンを示す斜視図である。
【図１１Ａ】本発明の実施の形態のホルダジョイントの開口を示す図である。
【図１１Ｂ】ホルダジョイントの開口の他の形態を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態によるホルダジョイントの組立を示す斜視図である。
【図１３Ａ】本発明の実施の形態においてホルダジョイントにホルダを挿入・固定する直
前の状態を示す部分断面図である。
【図１３Ｂ】本発明の実施の形態においてホルダジョイントにホルダを挿入・固定した状
態を示す部分断面図である。
【図１３Ｃ】本発明の実施の形態においてホルダジョイントからホルダを取り外した状態
を示す部分断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態のスクライブヘッドを示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　スクライブ装置
　１０　ホルダ
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　１１ａ，１１ｂ，１６ｂ　平坦部
　１２　切欠き
　１３　ピン溝
　１４　スクライビングホイール
　１５　スクライビングホイール用ピン
　１６　取付部
　１６ａ　傾斜部
　２０　ホルダジョイント
　２１ａ，２１ｂ　ベアリング
　２２　保持部
　２２ａ　貫通孔
　２２ｂ，２２ｃ，２２ｄ　窪み
　２３　開口
　２４　磁石
　２５　ピン
　２５ａ，２５ｃ　平面部
　２５ｂ　切欠き
　２６　鋼球
　１１２　スクライブヘッド
                                                                                

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】
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【図１３Ｃ】 【図１４】
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